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令和６年度第４回東京都地方独立行政法人評価委員会 

高齢者医療・研究分科会議事録 

 

●日時 令和７年３月５日（水曜日）午後５時30分から午後６時39分まで 

●場所 東京都健康長寿医療センター ２階第一会議室 

●出席者 大内分科会長、岡田委員、高梨委員、土谷委員、松前委員 

●審議事項 

（１）令和７年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター年度計画（案）に

ついて 

（２）地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの令和６年度業務実績評価の

対応方針及び評価指標について 

（３）その他 

 

○施設調整担当課長 ただいまから、令和６年度第４回東京都地方独立行政法人評価

委員会高齢者医療・研究分科会を開催いたします。 

  議事に入るまでの間、私、東京都高齢者施策推進部施設調整担当課長の小泉が進

行を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  続いて、本日の出席状況です。全委員に御出席いただいておりまして、東京都地

方独立行政法人評価委員会条例第７条第３項及び第５項により、定足数を満たして

いるため、本会は有効に成立いたしますことを御報告いたします。 

  また、本日は、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの鳥羽理事長、秋

下センター長、中川原経営企画局長に御出席いただき、この後、令和７年度計画

（案）について、御説明をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  本分科会の委員の皆様におかれましては、令和６年11月１日から２年間の任期が

新たに始まりまして、本日が最初の分科会となりますので、委員名簿に沿って、御

出席の委員の御紹介をいたします。 

  恐れ入りますが、御紹介の後、ひと言御挨拶をいただいてもよろしいでしょうか。 

  まず、国家公務員共済組合連合会虎の門病院顧問の大内尉義委員でございます。 

○大内分科会長 虎の門病院の大内でございます。よろしくお願いいたします。私と

土谷先生は、引き続き委員を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○施設調整担当課長 続いて、東京科学大学大学院教授の岡田就将委員でございます。 

○岡田委員 岡田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私は小児科を経

験した後、厚生労働省で医療政策の企画、立案等を携わらせていただいておりまし

た。高齢者医療は非常に重要なテーマだと思っております。勉強させていただきた
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いと思います。何とぞよろしくお願いいたします。 

○施設調整担当課長 続きまして、読売新聞東京本社論説委員の高梨ゆき子委員でご

ざいます。 

○高梨委員 高梨と申します。読売新聞で長く記者をやってまいりまして、記者生活

の後半半分ぐらい、十何年は医療を担当してまいりましたので、いろいろと勉強さ

せていただきたいなという関心も持ちながら、お邪魔しております。どうぞよろし

くお願いします。 

○施設調整担当課長 次に、公益社団法人東京都医師会副会長の土谷明男委員でござ

います。 

○土谷委員 土谷です。医療の観点から見ていきたいと思いますけど、今、とにかく

経営が大変だというのが、事務方の視点も同じように大変だなと思いながら、そん

なに厳しい話にはならないのかもしれません。よろしくお願いいたします。 

○施設調整担当課長 さくら公認会計士事務所所長の松前江里子委員でございます。 

○松前委員 松前でございます。私は会計をやっておりまして、非営利組織が専門で、

公益法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人を中心に会計基準を作成、研究して

おります。その中で、医療に関する評価委員もやらせていただいたこともございま

すので、勉強させていただきながら、お力になれればと思いますので、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

○施設調整担当課長 新たな任期の開始に伴いまして、分科会長を新たに決定する必

要がございます。 

  分科会長は、東京都地方独立行政法人評価委員会条例第６条第３項に基づき、委

員の互選によることとされておりますが、土谷委員より、大内委員を分科会長とし

て推薦する旨の御意見を頂戴しまして、皆様宛てに書面にて協議をさせていただい

た結果、了承されたところでございます。 

  同じく、本分科会の分科会長代理につきましても、条例第６条第５項の規定に基

づき、分科会長よりあらかじめ御指名をいただくこととなっております。 

  こちらは、大内分科会長より土屋委員を御指名いただきました。併せて御報告い

たします。 

  次に、会議資料の確認をさせていただきます。 

資料１「令和７年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター年度計画

（案）概要」 

資料２「令和７年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター年度計画

（案）全文」 

資料３「地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの令和６年度業務実績評

価の対応方針について」 
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資料４「地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの令和６年度業務実績評

価における評価指標（案）」 

資料５「令和７年度東京都地方独立行政法人評価委員会高齢者医療・研究分科会

スケジュール（予定）」でございます。 

  なお、本日の分科会は、東京都地方独立行政法人評価委員会運営要綱第２条に基

づきまして、原則公開としており、同要綱第４条に基づき、議事録及び会議資料に

つきましては、後日、福祉局のホームページに掲載いたしますのでよろしくお願い

いたします。 

  それでは、ここからの議事進行につきましては、大内分科会長にお願いしたいと

思います。大内分科会長、よろしくお願いいたします。 

○大内分科会長 分科会長を仰せつかりました、大内でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

  まず議事次第に沿いまして、議事１【令和７年度地方独立行政法人東京都健康長

寿医療センター年度計画（案）について】につきまして、健康長寿医療センターの

皆様から御説明をお願いいたします。 

○鳥羽理事長 よろしくお願いいたします。概要を私、病院を秋下センター長、研究

は私、経営を中川原局長と手分けして、御説明いたします。 

  ２ページ目の「第四期中期計画（令和５年度～令和９年度）の概要」を御覧くだ

さい。 

  三つの重点医療に高齢者糖尿病を加えた、四つの重点医療を行っております。そ

して、高齢者医療の特色としてフレイルの視点を重視し、「予防し、治し支える医

療」ということを重点としております。コロナ以降の感染症及び地震に備えた災害

医療の取組の強化や、これまでも各種老年病の研究は盛んでしたが、さらに老化そ

のものの研究を促進するという機能を重点としております。 

  また、病院と研究所が一体となり、平成21年から東京都健康長寿医療センターと

なりましたけれども、認知症未来社会創造センターやフレイル予防センターなどの

ジョイントプログラムを更に推進していくということでございます。また、経営に

おいては、デジタルトランスフォーメーションを推進するということでございます。 

  令和７年度計画のポイントが下に書いてございますが、地域医療支援病院として

の救急患者の受入れといった病院部門の重点、そして研究部門ではＩＲＩＤＥ（認

知症未来社会創造センター）の第２期として、共生・予防を中心とした取組の推進

や、ブレインバンクも含めた貴重なバイオリソースの整備の在り方について検討を

加速し、利用体制を検討するということを記載しております。 

  経営部門においては、収入の確保並びにコスト削減、デジタルトランスフォーメ

ーションを推進するということ、及び研修センターを中心とした人材の育成も更に
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進めていきたいと思います。 

  では、病院部門について、センター長から説明をお願いします。 

○秋下センター長 病院部門を御説明させていただきます。 

  高齢者の健康長寿を支える医療の提供・普及ということで、先ほどから話も出て

おります四大重点医療ということであります。 

  まず、血管病医療ですが、ＳＣＵ病床が昨年、15床まで拡大いたしました。資料

右側の表を見ていただきますと、６床から始まって、順調に拡大し、かつ、非常に

よく運用されており、病床稼働率が非常に良いという状況が続いております。 

  こちらを活用して、脳卒中患者に急性期の適切な医療を提供するとともに、フレ

イルの影響を考慮した機能回復や機能温存を図るということで、令和７年度の目標

値としては、ＩＣＵ稼働率65％、そしてＳＣＵについては90％ということで目標を

立てております。今年度もこの数字は大体達成していると思います。 

  また、フレイルへの影響ということで早期リハビリテーションの実施とともに、

重症の方もおられますので、ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）の実施や

退院支援といった視点からのケア、看護を推進しております。 

  そのほか、右の絵にあるようなカテーテルアブレーションを行う装置等を用いた

治療も行いますが、心不全看護外来を昨年の11月から始めておりまして、既に30件

の実績がございます。これは、循環器内科の病棟看護師が外来に降りて、心不全の

看護の外来の担当もするという取組です。この取組については、来年度は50件とい

うことで目標を立てておりますが、100件は超えるのではないかということが今年

度の実績から見積もられます。 

  次は高齢者がん医療になります。こちらも関連するものを写真でお示ししており

ますが、この中で強調させていただきたい点が赤字の部分でございまして、昨年導

入したｄａ Ｖｉｎｃｉを使ったロボット支援下手術です。こちらは肺がんに対し

ての呼吸器外科の手術から始まりましたが、本日、前立腺がんの第１例目が行われ

まして、その様に症例数や分野を拡大していこうと考えております。 

  それと同時に、治療・緩和双方からのアプローチということで、放射線治療を、

高齢者に優しい治療ということで広げていきたいと考えております。 

  令和７年度につきましては、資料記載の目標としておりますが、例えばイメージ

ングを基に、病巣を毎回確認しつつ、そこに放射線が当たるような放射線の治療方

法である画像誘導放射線治療や、病巣部に特に集中するような放射線の当て方であ

る強度変調放射線治療、これらを多くすることで、定位放射線治療というのは従来

型の治療となりますが、このような例数を見積もっております。 

  次が認知症医療でございまして、新薬であるレカネマブ、ドナネマブの投与が非

常にニーズも多く、当センターでは今まで103例、レカネマブ、ドナネマブを合わ
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せて実施してきております。昨年12月にドナネマブが承認されまして、早速ドナネ

マブの症例も出てきているということであります。 

  令和７年度につきましては、これまでの実績を基に、１年間で90例を目標にして

おります。なお、これは１年半の治療ということになり、長丁場でございますので、

症例が増えてきていますと、全て病院で抱え込むということが不可能になります。

点滴のスペースもございませんので、それについては連携医療機関で投与の継続を

お願いしているという状況ですが、ここが非常に特徴があるところかなと思ってお

りまして、多くの基幹病院ではこの連携がなかなかうまくいかないとの話がありま

す。それはなぜかというと、この治療が診療報酬に見合わないということのようで

す。それが同センターでは、従来からの連携、特に認知症診療に関わる連携をずっ

と行ってきたため、健康長寿医療センターが言うならば、うちでやりましょうとい

うことが、非常にスムーズに運んでいると聞いております。 

  それと、認知症については当然ながら症状が進んだ方もおられるわけで、いわゆ

る併存疾患で肺炎等で入院される方もおられます。そうした方の認知機能や生活機

能の改善を目指した介入を積極的に行っています。 

  それから、当センターは認知症疾患医療センターでもございますので、多職種チ

ームが様々な受療相談や連携医療機関からの緊急入院対応を行っており、逆に地域

連携機関へのアウトリーチ活動も実施させていただいております。 

  続きまして、高齢者糖尿病でございますが、特筆すべきこととしては、糖尿病看

護外来というものでございます。これは、インスリンポンプや、血糖を連続モニタ

ーするＣＧＭという装置を適切に利用いただけるように外来で対応するというもの

で、フットケアなども含まれています。ここにはフットケアの写真が出ております

が、令和６年度は２月までで本外来の延べ患者数が1,239人でございまして、これ

を根拠に次年度は延べ1,100人という目標を立てておりますが、今年度実績でいう

と、この目標はクリアできるかなということでございます。 

  そして退院後のフォローも重要ですので、ケアマネジャーや訪問看護との連携を

図っておりまして、その下に挙げておりますような行政や医師会等との連携も進め

ております。 

  それから、四大重点医療以外の高齢者の特性に配慮した医療ということで、白内

障の手術は眼科で非常に多くの症例の手術をやっておりますし、水頭症は発見が遅

れるというか、見つからないことが結構多いので、水頭症という病気がありますと

いうことを地域の医療機関等に啓発いたしまして、非常に多くの症例を現在、脳神

経外科に紹介いただき、適切にその診断、手術につなげているということでござい

ます。 

  それから、これは主に整形外科になりますが、大腿骨近位部骨折に対する手術を
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推進しております。そういう意味でも、救急医療の受入れが非常に重要になってま

いります。 

  それから、脊椎圧迫骨折に対しての経皮的椎体形成術は、圧迫骨折後のＱＯＬや

ＡＤＬを維持するという観点から積極的に行わせていただいておりますし、予防的

な骨粗鬆症治療には力を入れているということです。 

  それから、そのほかの外科になりますが、ロボット手術以外の腹腔鏡などの低侵

襲手術を、高齢者を中心に積極的に進めているということであります。手術後のリ

ハビリテーションや、退院後を考えた多職種での退院支援も、もちろん進めており

ます。 

  次のページに行っていただきまして、救急医療でございます。高齢者救急が、今、

全国どこでも喫緊の課題となっておりますが、断らない救急ということを掲げて、

救急車の応需率を70％に上げようということで、オールセンターで協力体制を組ん

でいただいています。 

  そして救急患者をスムーズに受け入れられ、かつ、血管病治療などを適切に提供

できるように、幾つかのネットワークを作っておりまして、急性大動脈スーパーネ

ットワークはほぼ大動脈解離の受皿となっております。 

  それから、ＣＣＵネットワークは心不全や冠動脈疾患、そして脳卒中に対しても

東京都脳卒中救急搬送体制、こうしたものを含みまして、いわゆるホットラインで

直接連携医から当センターにつながるようになっており、漏れなく迅速に対応する

ということをやっております。 

  脳梗塞に対しても、血栓溶解療法や経皮的血栓回収術の適応となる患者を積極的

に受け入れています。救急応需率70％の話をしましたが、救急患者は年間で１万人

を受け入れたいということで、目標値に掲げております。 

  その下に書いておりますが、病床稼働率を上げるということと、そのための救急

応需率７０％という二つを掲げており、稼働率８０（エイティー）プロジェクトと

いうことで、全診療科で現状の検証と救急受入れのための強化策を検討いただいて、

救急当番体制を見直し、地域の医療機関へのアピールも進めております。それから、

ホットラインということで、循環器疾患、急性腹症等の外科症例が受けられるよう

な専用のホットラインを開設、運用し始めております。 

  続きまして、地域医療の連携ということで次のページになります。今まで述べて

きたこととも関わりますが、連携ということに絞ったお話になります。地域の医療

機関を、担当者、それから診療科長なども同行いただいて訪問するというようなこ

ともやっております。 

  それから、連携会議は、地元の医師会である板橋区医師会や、隣にある豊島病院

との３者の合同の連携の会や、当センター主催の地域の連携懇親会をさせていただ
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いて、当院がどの様なことをやっているのかを見える化し、連携を進めているとい

うことであります。 

  目標値としては、紹介率75％、返送・逆紹介率85％という数字を掲げております

が、これについては高いハードルではないと考えております。 

  それから、地域医療連携システムも、ＤＸの一環として、より進めていくという

ことで、オンライン検査、診療科予約の利用促進をできるような形にしております。

ＣＴやＭＲＩ等は今、地域医療機関から電子システムを使って予約いただくことが

できるようになっております。地域の医療機関から医療の受入れ、そして介護まで

切れ目のないサービスを提供できるように、地域包括ケアシステムの中で当センタ

ーが役割を果たしているという状況を、引き続きつくっていきたいと考えています。 

  続きまして、災害感染症等の緊急事態への対応でございます。ＣＯＶＩＤ１９の

ときに当センターが非常に重要な役割を果たしたということは、これまでも報告し

ておりますし、現在コロナが少し落ち着いてきておりますが、まだ10人近くのコロ

ナの入院患者がいらっしゃいます。それから、年末から年始にかけてはインフルエ

ンザの大流行がございまして、非常に多くのインフルエンザの患者も入院しました。 

  また今後も新しい感染症が出てくる可能性もありますので、そういうものに対応

できるような体制を、東京都と協力して引き続き構築していくということでござい

ます。そのためのＢＣＰの策定等を行っております。 

  それから次に、安心かつ信頼できる質の高い医療提供体制の確保という視点でご

ざいます。院内で様々なインシデント・アクシデントが起きますが、これを毎週、

医療安全の会議等で共有いたしまして、対応をしています。毎週だけではなくて毎

朝の救急の申し送りを、事務部門等を含めてやっておりますが、そこでもこういう

ものを出しておりますので、緊急性のあるものはそこですくい上げて、すぐに再発

防止策を立てるとか、実際に何が起きたのかということの把握に務めるということ

をやっております。 

  それから、インシデント・アクシデントの中で多いのが医薬品に関わるものです

が、その適正使用を徹底するということを進めておりますし、患者の誤認について

も、あってはいけないわけですが、環境整備等、エラープルーフ化や、マニュアル

の遵守を徹底するような職員教育をやっております。それと、今、医師の働き方改

革ということで、タスクシフト、タスクシェアが求められておりますが、他職種も

同様でございますので、その点に関わることをこちらに書いてございます。 

  ナースプラクティショナー、診療看護師ですが、フルのナースプラクティショナ

ーが初めて昨年入職いたしまして、このナースプラクティショナーを利用して、医

師の業務の一部を担っていただくということを始めております。 

  それから、臨床工学技士が、ペースメーカー治療補助や血液浄化療法の穿刺等に
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対応するということで、この辺はタスクシフト、シェアかなと思います。 

  それと、ここには書いてございませんが、当直体制の見直しも進めておりまして、

集中治療室担当の当直医を一枠減らして７列から６列にする、そして、内科・外科

でそれがお互いにカバーできるような体制にするということで、当直体制の整備を

労務負担の観点からも進めております。 

  次年度に向けては、４月から少し複雑だった当直体制についても、開始時間、終

了時間等を各科でそろえるということも進めておりますので、さらに、次年度中に

はもう一段階進めていきたいと考えております。 

  最後に、患者中心の医療、患者サービスの向上については、Ｗｉ-Ｆｉが患者が

使える環境にはなかったのですが、これを次年度の初めから整備して使えるように

なります。 

  そして、入院患者の満足度、外来患者の満足度としては、結果的にこういうこと

に反映されるのかなと思いますが、それぞれ94％、89％という目標を立ててござい

ます。 

  病院部門からは以上になります。 

○鳥羽理事長 続いて研究部門について御説明いたします。研究部門のページをお開

きください。 

  難治性がんに関しては、腫瘤形成を阻害する因子、たんぱく質を発見しまして、

それについて研究を進めます。 

  次の、フレイルや認知症などの高齢者疾患の発症機構の解析におきましては、特

に、性ホルモン・ビタミンシグナル並びにミトコンドリアの呼吸鎖超複合体の役割

について、慶應義塾大学再生医療リサーチセンターと共同して、ミニ脳、すなわち

脳オルガノイドを用いて、基礎研究を進めたいと思います。 

  また、次のページのアルツハイマー病の病態の解明に向けてですけれども、もと

もと当センターではバイセクト糖鎖、アルツハイマーで増加するようなもので、β

セクレターゼ阻害剤の元になったものですが、新しい創薬に向けての糖鎖修飾につ

いて研究を進めております。 

  次のページですが、サルコペニア、フレイル等老年症候群の克服に向けた研究に

ついても、プロテオーム及びグライコミクスで解析を実施して、面白い研究成果が

出ておりますので、一層進めたいと思います。 

  また、様々な筋の脆弱症について、血管内皮から放出されて筋の再生を制御する

ような、Ｄll４―Ｎｏｔｃｈ２軸の大きな新しいメカニズムについて、創薬に向け

て、サルコペニアの新しい研究を始めております。 

  次に、認知症の早期診断と発症予測及び病態評価に関する研究について、画像診

断でございますが、タウのＰＥＴというのはまだ保険適用が認められておりません
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けれども、アミロイドＰＥＴの補完で現在のアルツハイマーの病状の進展を測定す

るだけではなくて、前頭側頭型認知症など、タウ病理のある認知症の鑑別診断にも

使えるように研究を進めていきたいと思います。 

  次のページを御覧ください。高齢者の地域での生活を支える研究では、健康診断

や社会参加活動に参加されない方が、健康状況が悪いということが大きな課題です。 

  そこで、世代間交流や生涯学習型、また困窮予防プログラムなど、どのような形

で参加できるかという研究を進めていきます。また、高齢者ではなくて、その前の

プレシニアのときから、このような形で社会参加や仲間づくりをするような新しい

ライフスタイルを提唱しております。 

  次に早期スクリーニングでございますけれども、介入研究といたしまして、地域

拠点の一般住民を対象にして多角的に評価するとともに、特に当センター、あるい

は日本初のオーラルフレイル、口腔及び栄養評価法の確立のために、デバイスやＡ

Ｉを活用した、特に歯科治療にすぐ進めるようなものを考えております。これらは

食品多様性スコアといって、フレイルや認知症の予防になるのですが、当センター

でスマホで写真を撮るだけで、それらが分かるようなアプリを開発いたしましたの

で、社会実装に至るように、早く進めていきたいと思います。これが図４でござい

ます。 

  次のページですが、スマートウォッチによって1,000人以上の方のデータを集め

ました。これらを歩行、活動、睡眠、会話などの定量をし、認知症・フレイルの関

連をさらに進め、データを検証し、地域住民の啓発、健康増進への実装の作業を進

めてございます。 

  次のページを御覧ください。老年学におけるリーダーシップですけれども、７年

度の目標値として科研費の新規採択率33％、科研費採択件数30件を掲げております。

ここ３年間は採択率上位30機関以内でございますが、これらをぜひ維持したいとい

うことで、また２年連続34％以上の科研費の採択率となっておりますが、令和７年

度もそれを目指してやっていきます。また、学会、あるいは、東京バイオマーカ

ー・イノベーション技術研究組合（ＴＯＢＩＲＡ）のフォーラムにおいて、他の大

学との交流もしっかりやっていきたいと思います。 

  資料にあります通り、英文論文の目標値は480件を掲げております。また、ＩＲ

ＩＤＥでスタートしたメディカルバイオバンクにおいて、ＤＮＡの生体試料がかな

り増えてきておりますので、特に有効利用と同時に、バイオバンクの機能や整備の

在り方について検討を加速して、安定した脳や血液の生体試料の将来保存、財産の

保存について検討を加速したいと思います。 

  次のページを御覧ください。産学連携の推進について、特許などの目標も掲げて

ございます。また、オンデマンド配信をして、老年学公開講座はかなり好評でござ
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いますが、広報活動についての課題もありますので、これらのＹｏｕＴｕｂｅ、あ

るいはホームページのアクセスについて、より一層頑張りたいと思います。 

  その次のページの、法人の資源を活用した政策課題への対応ですが、介護予防、

フレイル予防では、特に東京都から今年度、財政支援をいただきましたけれども、

特に島しょ部等での認知症支援の取組を行っておりましたが、フレイルも含めて、

認知症、フレイル予防一体として、島しょ部の健康寿命の延伸に取り組むというこ

とを、令和７年度から重点としたいと思います。 

  認知症との共生・予防の取組については資料にお示ししたとおりで、ＩＲＩＤＥ

が次のページにございます。ＩＲＩＤＥについては、共生社会の実現に向けた取組、

統合コホートを活用した認知機能低下抑制研究、データ利用、認知症検査・早期診

断に資する取組、ＴＯＫＹＯ健康長寿データベースの運用がございますが、特にデ

ータベースは共同研究の推進のために、データをより活性化に使いたいということ

がございます。 

  特に統合コホートでは、認知機能の低下防御因子に起因したレジリエンス研究で、

ＭＣＩの状態では実は３分の１の方がよくなるのですが、その原因をしっかり突き

止めて、都民に還元していきたいと思います。 

  最後のページ、病院・研究所の連携した取組でございますが、先ほどありました

アプリについて、いいものができております。これらを複数の自治体で実装につな

げていきたい。そして、その次のフレイル予防センターでは、東京都医師会のご厚

意でフレイルサポート医の研修を進めており、栄養士、看護師などの研修会もやっ

てございます。これらを将来的に単独でやるのではなくて、三師会やいろいろなも

のと一緒に多職種で研修できるようなオンライン講習の新しい試みも開始していく

予定です。 

研究部門は以上です。次に経営部門について、説明をよろしくお願いします。 

○中川原経営企画局長 18ページを御覧ください。高齢者の医療と介護を支える専門

人材の育成につきましては、健康長寿医療研修センターが中心となりまして、組織

的、効果的に対応してまいります。国内外の医療機関・研究機関からの視察の受入

れにつきましては、引き続き推進しております。学生見学や、学生講習会で講義等

を行い、研修医の確保、育成を進めるとともに、他の医療機関や研修関連施設と連

携し、当センターの特性を生かし、高齢者医療や老年医学の質の高い研修教育を行

ってまいります。ちなみに、当センターの初期臨床研修医の採用枠は８名でござい

ますが、昨年６年度の応募者は57名と、約７倍強の倍率になっております。 

  また、基礎看護教育機関等に研修、講師として看護師を派遣いたしまして、高齢

者医療・看護に関する専門知識の実践的スキルの普及を図り、次世代の医療人材育

成や地域における高齢者医療の質的向上に寄与しております。 
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  令和６年度の看護師認知症対応力向上研修につきましては４回開催しておりまし

て、延べ267名受講しております。国の働き方改革の方針を踏まえまして、医師の

負担軽減を考えるため、医師の採用を積極的に進めるとともに、多職種によるタス

クシフト／シェアを一層推進してまいります。 

  先ほどセンター長が御説明しましたように、診療看護師等のほか、医師、事務作

業補助者による文書作成や、入力代行を引き続き行ってまいりたいと考えておりま

す。 

  次に②-１の業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措

置についてですが、地方独立行政法人の特性を生かした業務の改善・効率化につき

ましては、効率的・効果的な病院運営を推進するため、理事会や、病院部門と研究

部門の一体的運営を目指して設置したセンター運営会議等で十分な議論を行いまし

て、都民ニーズや社会情勢の変化に対応した、引き続き効果的な業務の推進を図っ

てまいります。ＤＸの積極的な推進や業務の効率化推進について、ＡＩ問診でござ

いますが、現在、整形脊椎外科、腎臓内科で実施しておりまして、ドクター、医師、

看護師、ドクターズクラークの業務負担の軽減をいたしまして、より専門的な業務

に集中できる環境づくりを推進してまいります。 

  ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション）による業務負担軽減を引

き続き図るとともに、事務部以外への活用についても検討したいと考えております。

現在、入院、退院、転棟データを当集計に主に転記いたしまして、病院情報の集計、

あるいは救急患者、診療費データの抽出、集計等を転記いたします。救急応需デー

タなどの集計をしております。 

  次に、19ページを御覧ください。適切な法人運営を行うための体制の強化でござ

いますが、コンプライアンス研修の実施等により、コンプライアンスを徹底するこ

ととし、ｅラーニング等を活用して対象者全員が受講できる環境を整備いたしまし

て、毎年度の悉皆研修としてまいります。研究活動が適切に実施されるよう、研究

費使用に係るマニュアル作成やリスクアプローチ、監査等によります課題の把握、

検証等を行い、研究経費の不正使用を防止してまいります。また、研究不正防止研

修会や、研究倫理教育（ｅラーニング）を実施いたしまして、不正防止に対する意

識の浸透とルールの徹底を図ってまいります。 

  次に③、財務内容の改善に関する事項でございますが、ポストコロナにおいて、

断らない救急の推進、特色のある医療の発信を通した患者の獲得、新たな施設基準

の取得等によりまして、積極的な医業収益を確保するとともに、可能な限り、費用

の削減を行い、経営基盤の安定化に努めてまいります。ＳＣＵは15床まで順次拡大

してきておりますが、現在、東京都脳卒中急性期医療機関として、ｔ－ＰＡ治療を

行う施設となっており、東京都脳卒中急性期医療機関Ｓ（血栓回収療法実施）施設
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の申請を行っているところでございまして、積極的に患者の獲得を図っていきたい

と考えております。 

  また現在、近隣の10病院と連携いたしまして、脳卒中回復リハビリテーションホ

ットラインというものを結んでおりまして、入院直後から転院を含めた案内を提案

して、患者の早期の自宅・社会復帰を目指した取組を行っております。 

  次に、現在、新たな施設基準といたしまして、夜間の看護補助者の体制を確保い

たします。夜間急性期看護補助体制加算100対１をこの３月に届け出ておりまして、

１億2,000万円程度の増収を図ることとなっておりますほか、看護補助体制充実加

算も届出を行っておりまして、2,400万円程度の増収を図っていきたいと考えてお

ります。 

  また、有料個室の有効活用を推進するとともに、未収金の発生防止に努め、発生

した未収金は出張回収などを行い、早期回収に努めてまいりたいと考えております。 

  また、受託・共同研究、競争的研究資金などにつきましては、外部資金の積極的

な獲得に努めていきたいと考えております。放射線機器の保守につきましては包括

契約を実施いたしまして、経費の圧縮に努めていきます。これまでも３か年弱で約

8,100万円の削減をしてきたところでございます。 

  さらに病床稼働率、８０（エイティー）プロジェクトですが、先ほどのセンター

長の説明のとおり、これを継続し患者の獲得を図っていきたいと考えております。 

  20ページを御覧ください。法人運営におけるリスク管理の強化でございますが、

情報セキュリティ及び個人情報保護研修につきまして、全職員を対象にｅラーニン

グにより実施いたしまして、職員の意識向上を図り、事故を未然に防止してまいり

ます。次に、パワハラ、セクハラ等に関するハラスメント防止体制を整備し、ハラ

スメント相談窓口を周知するとともに、内部通報制度を適切に運用し、職員が働き

やすい機会、かつ安全な職場環境をこれまで以上に整備してまいります。 

  次に、働き方改革推進のために、年休の取得促進や超勤管理を適切に行うととも

に、メンタルヘルス研修の充実を図ってまいります。最後に、災害時の事業継続能

力を高めるため、ＢＣＰに基づき、安否確認システムの登録を促進するとともに、

システムを活用して職員の安否状況や非常参集の可否の確認を行うなど、災害拠点

病院としての役割を果たすべく、実践的な訓練を実施してまいります。令和７年度

は板橋区との合同訓練で、緊急医療救護所の設置の訓練などを検討してまいります。 

  以上でございます。 

○大内分科会長 来年度の年度計画につきまして、概要を病院部門、研究部門、経営

部門の３部門から発表いただきました。委員の先生方から御質問、コメントいかが

でしょうか。 

  では、土谷先生からお願いします。 
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○土谷委員 ４ページをお願いします。認知症治療について、新しい認知症の治療薬、

103例ということでしたが、特に問題なく行われているのですか。副作用とか出血

とか。 

○秋下センター長 当初は、国際的なグローバルな治験では、３割ぐらいにＡＲＩＡ

と呼ばれる脳画像異常が危惧されていたのですが、日本人では割と少ないというこ

とでしたが、当センターでは１割に満たないぐらいの発生率ということで、そうい

う意味では安全に実施できていると考えます。 

○土谷委員 あと、連携医療機関、地域でいっぱいやってくれるということだったの

ですが、何か所ぐらいの医療機関なのですか。 

○鳥羽理事長 全部で数百ありますが、認知症サポート医の数だけでも50以上ありま

すので、かなり熱心な先生がいらっしゃいます。 

○土谷委員 実際に、レカネマブの治療でやり取りしている人は。 

○秋下センター長 多くを受け入れていただいているのは３施設程度です。 

○土谷委員 それから、20ページ、情報セキュリティ、あるいは個人情報の研修参加

率100％ということなんですけど、ｅラーニングのプログラムは自前で作ってるも

のなんですか。それとも外注しているのか。 

○中川原経営企画局長 ｅラーニングは、システムはできておりまして、それを使っ

て、自前でやってるところでございます。 

○土谷委員 それは確認テストとかもついているのですか。 

○中川原経営企画局長 そうです。 

○土谷委員 ありがとうございました。 

○大内分科会長 それでは、高梨委員、お願いします。 

○高梨委員 ６ページの救急のことでお尋ねしたいと思います。断らない救急を目指

すということなのですが、まず一つ、基本的なことでお尋ねしたいのは、こちらに

打診が来る救急搬送の患者さんというのは、高齢な方だけというわけではないので

すか。 

○秋下センター長 ではないです。小児が来るかなというのはありますけど、若い方

は来ます。時々断りの理由として、当院は小児科と産婦人科がないのですが、若年

女性で、少し産婦人科疾患などが疑われるケースの場合は、ほかに行っていただい

ているというようなことがございます。 

○高梨委員 そうなんですね。救急応需率の目標が70％ということですが、これまで

はどれぐらいだったのですか。 

○秋下センター長 60％ぐらいですかね。取組を始めるまでは。 

○鳥羽理事長 50％に下がったこともあります。 

○秋下センター長 月によってですね。 
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○鳥羽理事長 半分ぐらいだったときもあります。 

○秋下センター長 昨年11月にてこ入れをして、ぐっと上がったんですね。そうする

と病床稼働率が上がって。そこから今度寒くなって、インフルエンザ等で病棟がい

っぱいになりまして、逆に救急が受けられなくなりました。そうすると、今度は救

急の応需率が下がるということですが、それは仕方がなかったかなとは思っていま

す。 

○高梨委員 断らなければならない理由として、人手不足だとか、専門の先生がいな

いということをよく聞くのですが、断らないということを目標として掲げるという

ことは、それだけの体制の整備がいるのかなと思うのですが、その辺りはどのよう

になさっているのでしょうか。 

○秋下センター長 まずは90％というところで落としどころなのですが、これを95％

まで上げる必要があるのかどうかが悩みどころです。できればそうしたい。うちが

受けるべき症例については、基本的に全部受け入れたいと思います。ただ、先ほど

言った若年者、あるいは特に若年女性とか、小児については適切ではないだろうと

いうことで、最終的には断っても良いと思いますが、受け入れられるべき症例が全

部受け入れられるようにはしたいと思っています。 

  それで、意識として、専門医が毎晩いるということは、うちの規模ではそれは当

直体制として組めませんので、それをどう受けるのか。外傷症例を内科医が受けて、

そもそもいいのかどうかというのは、来られる側の方々の意識の問題等もあって、

少し微妙な問題でもあるんですね。その辺りがまだカルチャーとして院内、それか

ら地域として十分にすり込まれていない状況なので、そういうことも行いつつ、で

きるようになればというふうに思っています。少し時間をいただければというとこ

ろです。 

○高梨委員 ありがとうございます。 

○大内分科会長 ほかにいかがでしょうか。 

  では、岡田委員、お願いします。 

○岡田委員 ２点、教えてください。３ページにあります、ＡＣＰの実施というとこ

ろで、具体的にどのような取組をされようという、この計画の位置づけになるのか

教えていただきたいのと、あとは、直接関わるところとしては18ページかなと思う

のですが、医療人材の確保はどの病院も今非常に苦労されているところだと思うの

ですが、特に看護師さんの離職防止とか、そういったところの取組について教えて

ください。 

○秋下センター長 ＡＣＰについては、恐らく、入院治療に関しては翌年度から義務

化されます。そういうこともあり、これを掲げているということで、もう仕組みは

作られていて、病棟で導入するということです。これはもう始めざるを得ないので、
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始めるということで御理解ください。 

  それから人材の確保については、そもそも応募の枠を増やすということを、相当

力を入れてやっております。 

○鳥羽理事長 看護の離職防止は、まず第一にアメニティとして、８年から10年まで

の住宅の確保、職員住宅の確保、それからいわゆる子育てというか、休職の支援な

どが割合評判がいいところです。あとは研修がかなり充実していて、それがいいと

いう評判を得ております。離職率は比較的低いと思います。 

○岡田委員 分かりました。ありがとうございます。 

○秋下センター長 ただ、どこもそうかもしれませんが、当直ができるナースが少な

くて、夜間のカバーというところが課題になっていて、そういうところは夜勤の専

従ナースなどを確保して、充てております。 

○大内分科会長 では、松前委員、お願いします。 

○松前委員 説明ありがとうございます。二つ教えていただきたいと思います。一つ

目が19ページでございますが、研究費の不正利用を防止というのが赤字で書いてご

ざいますが、現状で何件ぐらい研究費の受領があって、そのうち不正があったのは

何件ぐらいあるのかということと、もう一つが20ページでございますが、様々、管

理上、研修などを実施されていると思いますけれども、ハラスメント系とかメンタ

ル系とかで、窓口に相談とかある件数というのは、何件くらいなのかなというとこ

ろを教えていただければと思います。 

○鳥羽理事長 私が知り得る限り、大きな研究不正はございません。旅費などのつけ

忘れなどはありますが、大きな不正はないと思います。ハラスメントについては、

何かありますか。件数とか。 

○中川原経営企画局長 専門の弁護士の方にも相談しつつ、ハラスメントに当たる、

当たらないなどを含め、全体を整理いたしまして、10件か、その辺りだったと記憶

しております。 

○秋下センター長 その後は、ポツリ出るか出ないかぐらいです。 

○松前委員 それはもう全部解決されたということですか。 

○秋下センター長 引き続き指導中のものもあります。 

○松前委員 ありがとうございます。 

○大内分科会長 よろしいでしょうか。私から二つ、研修医のマッチングの状況はど

うでしょうか。定数の応募状況、マッチングの状況は、病院のレベルの一つの指標

だと思っているのですが。 

○秋下センター長 フルマッチですし、非常に人気は高いです。 

○鳥羽理事長 ８人のところ、60人程度が必ず。８倍ぐらいは来ております。 

○大内分科会長 もう一点、経営部門で中川原経営企画局長からコメントがありまし
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たが、医師の働き方改革、これについて以前伺った際、医師の数を増やすというよ

うなことをおっしゃっていました。これはどうなったのですか。 

○鳥羽理事長 応募が最近順調で、内科の診療科については、かなり充実してきたと

ころです。ただ、残念ながら消化器外科など、一部足りない診療科があって、大学

回りをしていますが、外科系については苦戦しております。 

○大内分科会長 ありがとうございました。ほかによろしいでしょうか。 

  では、土谷先生、お願いします。 

○土谷委員 18ページですね。ＲＰＡ、業務負担は軽減されるのですが、結構お金が

かかると思うのですが、何件で、どのくらいＲＰＡにお金がかかっているのか、そ

の分人件費はつくのかもしれませんけど。分からなかったら後で結構です。 

○法人同行者 数百万円くらいです。 

○土谷委員 何件ぐらいですか。 

○法人同行者 年間で大体35件ほどです。 

○土谷委員 分かりました。ありがとうございます。 

○大内分科会長 令和７年度の計画につきまして御説明をいただきました。今日は大

変御多忙の中、法人の役員の皆様方におかれましては、御出席いただきましてあり

がとうございました。 

  それでは、ここで御退席をお願いいたします。どうもありがとうございました。 

 

（法人退席） 

 

○大内分科会長 それでは次の議事に進みたいと思います。令和６年度業務実績評価

の対応方針及び評価指標につきまして、事務局から御説明をお願いします。 

○施設調整担当課長 それでは、資料３と資料４についてまとめて御説明をさせてい

ただきます。まず資料３の「地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの令和

６年度業務実績評価の対応方針について」を御覧ください。 

  業務実績評価の目的でございますが、都が、法人に示した中期目標、並びにその

目標を踏まえて法人が策定した中期計画及び年度計画において、法人が取り組むべ

きとされた事項に関して、その実施状況を評価することで、業務の改善等につなげ

るＰＤＣＡサイクルを十分に機能させるものです。 

  次に、２の第４期中期目標期間における評価指標の見直しについてです。まず、

評価指標とは、法人の業務実績報告を客観的に評価するために設定した指標であり

ます。令和５年度においては、中期目標の期が変わりまして、第４期が開始しまし

たので、第４期中期目標・中期計画における評価項目の追加や見直し等を踏まえて、

評価指標の見直しを行いました。見直しに当たっては、第３期中期目標期間におけ
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る評価指標をベースにしつつ、第４期中期計画及び年度計画に合わせて想定する取

組を更新するとともに、新規拡充した評価項目を中心に、新たな参考値の設定等を

行いました。 

  令和６年度においては、昨年、本分科会の委員の皆様から様々な御意見をいただ

きまして、その御意見を踏まえ、新たな参考値の設定を行っております。評価指標

の詳細については、資料４の「地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの令

和６年度業務実績評価における評価指標（案）」に記載しておりますが、資料の分

量が多く、時間も限られておりますので、資料３の３「令和６年度評価指標におけ

る主な変更点」により、ポイントを絞って説明いたします。 

  まず、項目13「老年学研究におけるリーダーシップの発揮」でございますが、参

考値といたしまして、科研費の新規応募数と科研費の新規採択件数の内訳を評価指

標として追加しております。科研費とは、科学研究費助成事業のことでありまして、

自然科学系から社会科学系までの全ての分野にわたって、基礎から応用までのあら

ゆる独創的、先駆的な学術研究を対象とする競争的研究費でございます。 

  これまで科研費新規採択件数と科研費の新規採択率、こちらの２項目を設定して

おりましたが、一部の委員から、科研費に応募しているそもそもの数はどのぐらい

なのか。また、科学研究費助成事業には助成内容や研究期間等によりまして、様々

な応募区分が設定されているため、新規に採択された件数の内訳も、評価で考慮し

たほうがよいのではないかという御意見がございました。 

  このため、競争的外部資金への積極的な応募、採択状況をより詳細に把握するた

め、参考値として追加したところでございます。 

  次に項目16の「認知症との共生・予防」でございますが、まず、認知症抗体医薬

対応支援事業の実績を参考値として追加しております。当該事業につきましては、

令和５年12月からアミロイドβを除去する認知症抗体医薬の販売が開始されたこと

により、令和６年度からの新規事業といたしまして、健康長寿医療センターの知見

も生かしながら、抗体医薬等の都民への正しい理解促進のための普及啓発や、専門

職向けの相談窓口の設置、認知症疾患医療センター職員向けの研修を実施している

ことから、新たな参考値として設定したところでございます。 

  次に、健康長寿データベースの活用実績を参考値として追加しております。健康

長寿データベースとは、健康長寿医療センターに蓄積されております、診療情報、

生体試料や、ＭＲＩ画像等のデータの集約をし、新たな治療薬、創薬開発を行う企

業等に広く提供するためのオープンデータベースでありまして、令和６年度から共

同研究先などに提供しているため、データベースの利用実績を新たな参考値として

設定したところでございます。 

  次に、項目20の「収入の確保・コスト管理の体制強化」でございますが、これま
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で経営分析の指標といたしましては、病床稼働率や診療単価などを設定してきたと

ころでありますが、一部の委員から、より詳細な指標を定めて経営分析をしていく

べきでは、との御意見がございました。具体的には、包括評価、いわゆるＤＰＣの

一つの指標といたしまして、在院日数に応じた医療資源の投入量を適切に評価する

という観点から、在院日数に応じた３段階の点数がございますが、このうち、入院

期間のⅠとⅡを合わせた割合がどのくらいになるのかということを設定したらどう

かという御意見がございました。これを踏まえて、新たな参考値として設定をした

ところでございます。 

  次に、これまで説明いたしました評価指標の見直しを踏まえまして、来年度に実

施いたします、令和６年度の業務実績評価に関する対応方針について御説明いたし

ます。 

  ４の「令和６年度業務実績評価の対応方針」を御覧ください。まず、これまでの

業務実績評価と同様に、客観的に評価するため、評価指標に基づき評価を行います。

評価に当たっては、評価の継続性の観点から、継続して実施している取組について

は、これまで実施してきた業務実績評価を踏まえ、評価を行います。 

  また、三つ目にありますが、健康長寿医療センターは、高齢者専門病院という特

徴を持っていることから、他の病院との単純比較は難しいところではありますが、

患者満足度や、紹介率、逆紹介率などについては、他の病院との比較を実施してい

きます。こうした考えの下、令和６年度の業務実績評価を実施していきたいと考え

ています。 

  説明は以上になります。 

○大内分科会長 ありがとうございました。今までの分科会の議論を踏まえて、新し

くこのような変更点を事務局のほうでまとめていただきました。 

  それでは、岡田委員、お願いいたします。 

○岡田委員 ありがとうございます。今、御提案いただきました評価指標の見直しの

変更の変更点、いずれも妥当な内容だと私は感じております。異論はございません。 

○大内分科会長 よろしいでしょうか。 

それでは、本日最後の議事に移りたいと思います。令和７年度の高齢者医療・研

究分科会のスケジュールにつきまして、事務局から御説明をお願いします。 

○施設調整担当課長 令和７年度の高齢者医療研究分科会のスケジュールについて説

明いたします。 

  資料５を御覧ください。まず下段の、令和７年度の分科会につきましては、６月

下旬から７月下旬にかけまして、令和６年度業務実績評価について御検討いただく

ため、３回の開催を予定しております。そして、来年３月には、令和８年度計画等

について意見をいただくため、第４回の開催を予定しております。 
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  また、上段の全体会につきましては、７月下旬から８月上旬に開催を予定してお

ります。審議事項としましては、東京都産業技術研究センターにおける第４期の見

込み評価、組織、業務全般の検討、第５期中期目標に対する意見聴取を予定してお

ります。会議の日程等の詳細は分科会、全体会ともに改めて御案内いたします。 

  説明は以上です。 

○大内分科会長 ありがとうございました。今後のスケジュールにつきまして御説明

いただきましたけど、何か御質問ございますでしょうか。 

  分科会は第２回が持ち回りで、あとは、対面で第１回目、第３回目、それから年

度末にございます。それから、全体会が７月下旬から８月上旬に１回あるというこ

とですね。この全体会には、委員は全員出席するんですか。 

○施設調整担当課長 基本的には出席いただくということになりますが、開催方法に

ついては、今後詳細が決まり次第、お知らせしたいと思っています。 

○大内分科会長 ちなみに、全体会の委員長はどなたでしたか。 

○施設調整担当課長 現在、公立大学法人の分科会委員を務めていらっしゃる大野髙

裕氏が、全体会の委員長を務められております。 

○大内分科会長 分かりました。親委員会があって、その下に我々が属しているとい

う構成になっているということでございます。 

  それでは、本日の議事は以上となります。進行を事務局にお返しします。 

○施設調整担当課長 大内分科会長、委員の皆様、ありがとうございました。最後に、

本日は今年度最後の分科会ということで、高齢者施策推進担当部長の梶野より、ひ

と言御挨拶申し上げます。 

○高齢者施策推進担当部長 梶野でございます。閉会に当たりまして、ひと言御挨拶

を申し上げます。まず、昨年11月の現任期の開始に当たりまして、新たに御就任い

ただきました、あるいは前の任期から引き続き御就任頂きました委員の皆様に、改

めてお礼を申し上げたいと思います。 

  また、本日は現任期開始後、初めての分科会ということでございまして、センタ

ーの視察を兼ねて現地開催という形とさせていただきましたが、年度末の大変お忙

しい中、また、お足元も悪い中、御出席いただきましたことに、重ねてお礼申し上

げます。 

  来年度の分科会は、スケジュールの説明がございましたとおり、６月の下旬以降、

令和６年度の業務実績評価について、先ほど御審議をいただきました評価指標を踏

まえて御意見をいただく予定としております。 

  法人の各部門の取組、あるいは課題ということで申しますと、まず病院部門にお

いてはフレイルに配慮した「予防し、治し支える医療」の実現に向けて、四つの重

点医療を中心に、また、高齢者の急性期医療を担う病院として、患者様の受入れに
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一層積極的に取り組むこと。また、公的医療機関として、地域の医療機関との連携

等を推進するといったことが期待されると考えております。 

  また、研究部門では、病院と研究所とを一体的に運営することが法人の最大の特

徴でございますので、それを生かした研究を引き続き推進すること、また、研究成

果の社会実装、分かりやすい情報発信などへの取組も求められます。 

  そして経営部門では、業務の改善・効率化、また、収支改善に向けた取組を進め

まして、経営基盤の強化を図っていくことが課題と考えております。 

都といたしましても、法人がこうした課題に取り組んで、果たすべき役割を発揮

できるように支援をしてまいりたいと考えております。 

  今後とも委員の皆様の御協力・御指導をいただきますよう、お願い申し上げまし

て、簡単ですが御挨拶といたします。 

  本日は遅くまでどうもありがとうございました。 

○施設調整担当課長 それでは本日の分科会は、以上で閉会といたします。お忙しい

中、ありがとうございました。 

 

 

 

 


